
 

 

 

 

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 

消 防 庁 

 

消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の一部改正（案） 
に対する意見募集の結果 

 

消防庁は、消防用ホースの技術上の規格を定める省令等の一部改正（案）の内容につ

いて、平成 20 年 1 月 18 日から平成 20 年 2 月 18 日までの間、国民の皆様から広く意見

を募集しました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を別紙１のとおり

取りまとめましたので、公表します。 

 

 

１ 背景 

(1) 平成 15年の十勝沖地震における浮き屋根式屋外貯蔵タンクの全面火災の発生を受けた石油

コンビナート等災害防止法の一部改正（平成 16 年）等により、特定事業所の自衛防災組織に

対し、大容量泡放水砲を設置することが義務づけられたこと、並びに「規制改革・民間開放

の推進に関する第３次答申」及び「規制改革推進のための３か年計画」において、大容量

泡放射システムの性能規定化を平成 19 年度中に措置することとされたこと等を受け、大

容量泡放水砲に用いられる消防用ホース等の検定対象機械器具等について、求められる性

能等の基準を新たに定めるため、以下のアからカまでに掲げる規格省令を改正するもので

す。 

(2) 併せて、屋内消火栓等に用いられる消防用保形ホース及び結合金具について、技術の進歩

により、操作性を損なわずに、これまでより使用圧が高く、かつ、ホースの内径の大きいも

のを使用することが可能となったこと等を踏まえ、以下のア、ウ及びエに掲げる規格省令の

一部を改正するものです。 

 

 ○改正する省令 

ア 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 

イ 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 

ウ 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 

エ 消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定め

る省令 

オ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 

カ 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 

 

２ 概要 

本改正の概要については、別紙２を御参照ください。 

 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_b1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_b2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s3.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s4.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s5.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/200331/200331-5houdou_s6.pdf


３ 省令の施行等 

意見募集の結果を踏まえ、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令の一部を改正す

る省令（平成二十年総務省令第 43 号）」、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一

部を改正する省令（平成二十年総務省令第 44 号）」、「消防用ホースに使用する差込式の

結合金具の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成二十年総務省令第 45

号）」、「消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定

める省令の一部を改正する省令（平成二十年総務省令第 46 号）」、「動力消防ポンプの技

術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成二十年総務省令第 47 号）」及び「消

防用吸管の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令（平成二十年総務省令第 48

号）」が平成 20 年 3 月 31 日に公布され、同日から施行されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務連絡先）総務省消防庁予防課  

（担当：宮路事務官） 

  ℡ ０３－５２５３－７５２３（直通）

  FAX ０３－５２５３－７５３３ 


